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カスタマー・ハラスメント対策について

標記の件について、広く周知したいので、取り上げていただきますよう、よろしくお
願いいたします。

東京都では、顧客等と働く全ての人とが対応な立場に立って、互いに尊重し合
う都市をつくりあげるとともに、カスタマー・ハラスメントのない公正で持続可
能な社会を目指していくため、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が
令和7年4月１日から施行されました。

これを踏まえ、羽村市では、カスタマー・ハラスメント対策を強化し、質の高
い行政サービスを継続的に提供するため、「羽村市職員へのカスタマー・ハラス
メントに対する基本方針」、「カスタマー・ハラスメント対策マニュアル」を作
成しました。
概要については、別紙資料をご確認ください。


